
令和８年５月１５日 

 
議会運営委員会の概要 

 
１ ６月定例会の招集見通しについて 

・総務部長から、６月定例会を６月１６日（火）に招集したい旨の説明があり、了承され

た。 
 

２ ６月定例会の会期と日程（見込み）について 

・議事調査課長から、資料「令和８年山形県議会６月定例会日程（見込み）」により、

６月定例会の会期は、６月 1６日（火）から７月３日（金）までの１８日間となる見込み

である旨の説明があり、了承された。 

 
３ その他 
（１）生徒・学生と県議会議員との意見交換会の開催について 

・政策調査室長から、資料「生徒・学生と県議会議員との意見交換会の開催について」

により説明があり、了承された。 

 

（２）クマの目撃状況とクマによる人身被害の状況について 

・環境エネルギー部長から、資料「クマの目撃状況とクマによる人身被害の状況につ 

いて」等により説明があった。 

 
【発言概要、質疑等】 

（阿部副委員長）県では、ガバメントハンターを養成するため、狩猟免許の取得を進めている

が、免許を取得しても、すぐに現場で実践することは難しいと聞いている。今後の人

材育成についてどのように考えているのか。 

⇒（環境エネルギー部長）クマの駆除でライフル銃を使用する場合には１０年の経

験が必要であり、市町村でも猟友会と連携して駆除を行っているが、緊急銃猟で市

街地での銃器の使用となると、対応できる会員は限定されている。令和７年度は、

クマを 1,600 頭駆除しており、この状況が続けば、猟友会には引き続き御負担、御

苦労をおかけすることが想定される。県では、ゆくゆくは中間支援組織を作り、今

後、担い手の確保が難しくなる状況を踏まえ、人材育成・確保を含めて、行政が責

任を持って鳥獣被害対策を行っていく体制の構築を検討している。 

 

（五十嵐委員）知事が、山菜採りの自粛を呼びかけたのは適切だと思う。しかし、小国町、飯

豊町などでは、新潟県、福島県など県外から山菜採りに来る人が多いため、隣県にも

自粛を呼びかけないと、これらの方がクマに遭遇する可能性があると思うが、どのよ

うな対応をしているのか。 

⇒（環境エネルギー部長）県外の方への周知は現在行っていないので、委員の発言

を踏まえ、どのようなことができるか考えていきたい。 

（五十嵐委員）地域の方も心配しているので検討して欲しい。また、これからワラビの時期に

なる。生業としてワラビを栽培している方や観光ワラビ園を行っているか方々も多く、



クマの出没により影響が出る可能性がある。コロナ禍の時は補償があったが、客数が

落ち込み、収入が減少した場合などの支援について、どのように考えているのか。 

1111111111  ⇒（環境エネルギー部長）観光ワラビ園などで具体的な問題が生じた場合には、市

町村、地域がどのように考えているのかを聴きながら、関係部局と連携して対策

を検討する必要があると考えている。 

 

（伊藤委員）舟形町にある県猟友会射撃センターのライフル射撃場について、令和６年７月の

大雨で流入した土砂が堆積し、３００ｍの射的に対し、半分の１５０ｍしか利用でき

ない状態が続いている。クマと対峙する際、クマとの距離が１５０ｍしかないと、１

発目の銃弾がはずれた場合、２発目を撃つ時にはクマが目前まで迫ってくるため、３

００ｍの射的での練習は必須である。猟友会では舟形町を通して県に対し、自費での

復旧は難しいため、支援を求める要望を行っているが、県から復旧を支援するなどの

話がない。県と猟友会はお互い協力して鳥獣被害対策を行っていく必要があるので、

猟友会がクマの駆除に対応できるよう、県でも復旧に向けた対応を取る必要があると

思う。部長も現場を見て、猟友会、舟形町、県が何をすることができるのか、精査を

して欲しい。 

⇒（環境エネルギー部長）舟形町からの要望もあり、状況は認識している。復旧費

用が高額なことや県の施設でないことから、国の支援がないと復旧が難しいため、

政府の施策等に対する提案の中に「クマの春季捕獲の射撃訓練に必要な３００ｍ

級射撃場について、被災した施設の復旧について国の交付金の支援対象に含めて

欲しい」と盛り込んでいる。現場の状況を注視しながら、国へ要望を引き続き

行っていく。 

（伊藤委員）政府の施策等に対する提案が実現するまで放置しておくのか。放置することなく、

一定程度、県が支援して、どう復旧に近づけるのか議論してほしい。 

 

（３）その他 

【発言概要、質疑等】 

（梅津委員）５月６日に磐越自動車道で起きたマイクロバス事故に関連して、県で公立高等学

校への調査をするという話がある。どのような内容の調査をする予定なのか。また、

既に調査を始めている私立高等学校に対する調査内容との間に違いがあるのか。 

⇒（総務部長）生徒の移動方法についての実態調査を、総務部から県内１５校の私

立高等学校に対して５月１１日に、教育局から県内３９校の県立高等学校及び中

高一貫校である県立中学校２校に対し１４日に発出しており、現在、各学校で回

答作業を進めている。調査内容は、４月２９日から５月６日の本年度の大型連休

期間を調査対象期間として、部活動における県内外への遠征の有無、移動方法

（公共交通機関、貸切バス、学校所有のスクールバス等）のほか、県立高校では、

安全確認の方法が行われているかについて、調査する内容となっている。調査結

果は共に来週をめどにとりまとめ、来週末に公表できるよう作業を進めたいと考

えている。 

（梅津委員）県では平成２３年の天元台での事故を踏まえ、独自に基準を定めているが、その

基準は今回の調査を踏まえて改正するのか。また、国から基準の改正について指示が

出ているのか。 

⇒（総務部長）県立高校には、平成２３年の事故を踏まえ通知を出している。今

回の調査は、この通知に基づき、管理職が遠征計画の安全性を確認しているのか、



部活動で使用するマイクロバスを学校が保管しているのか、遠征に関する安全確

保について指導をする機会を設けているのか等の調査内容になっている。国土交

通省の記者会見によると、事実関係が明らかになった後に、国土交通省、文部科

学省において、今回の事故を踏まえた対応を検討するとのことであり、県でも事

実関係や国の動向を注視しながら、対応について検討をしていく。 

 

（吉村委員）中学校での部活動の遠征は、保護者がボランティアで送迎している場合が多い。

安全対策については中学校でも議論をすべきである。中学校についてはどのように考

えているのか。 

⇒（総務部長）今回、総務部及び教育局で行う調査は、県立高等学校、私立高

等学校等について短期間で緊急的に調査をするものである。市町村立の中学校

の実態調査については、各設置者の判断で行っていると聞いており、教育局で

統一的な調査を緊急に行う予定はないが、安全対策は県教育委員会と市町村が

連携して行っていきたい。 

 

（木村委員）５月２日の強風で、山形新幹線が板谷駅と庭坂駅の間で約４時間５０分運行不能

となり、県内では 7,500 人に影響が出た。連休中の米沢上杉祭りの時期と重なり、米

沢には代替の交通手段がないため、観光にも大きな影響があった。板谷駅と庭坂駅の

間で倒木の恐れのある箇所は、ＪＲ東日本は予測できるのではないかと思う。安定運

行に対する申し入れを行って欲しい。 

⇒（総務部長）今回の遅延は、県内観光、帰省の需要にも影響を及ぼすもので

ある。在来線を含め山形新幹線の安定性向上、定時運行に対して、毎年度の山

形県鉄道利用・整備強化促進期成同盟会において、ＪＲ東日本に要望している

が、今回の事象を踏まえ、担当部局においてもＪＲ東日本への要望活動に反映

するために、状況を把握していく。 

 

６ 次回議運開催日時 

  ６月９日（火）午前１０時 
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